
 

 

◆募集職種 
土木技術職 A（社会人経験者） 

土木技術職 B 
  

◆試験日 
令和 元年 9 月 22 日（日） 

令和 元年 9 月 23 日（月・祝） 
 
◆受付期間 

令和 元年 8 月 13 日（火） 

平成  3 ～ 8 月 30 日（金） 

◆試験会場 
相生市立総合福祉会館 

令 和 元 年 度 実 施 

公務員試験対策不要 

（土木技術職 A 社会人経験者） 



                                                                                     

１ 職種、採用予定人員等 

職 種 学 歴 
採用予定 

人  数 
受  験  資  格 

土木技術職Ａ 

(社会人経験者) 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

１名 

程度 

昭和５４年４月２日以降に生まれた人（令和２年４月１日に

おける満年齢が４０歳までの人）で、学校教育法による高等

学校以上の学校において土木技術の専門課程を修め、同学校

を卒業し、民間企業等で土木の職に関する職務経験が通算し

て３年以上ある人 ※(注２)  

土木技術職Ｂ 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

２名 

程度 

平成元年４月２日以降に生まれた人（令和２年４月１日に

おける満年齢が３０歳までの人）で学校教育法による高等

学校以上の学校において土木技術の専門課程を修め、同学

校を卒業した人又は令和２年３月に卒業見込みの人 

（注１）全職種共通の注意事項は、次のとおりです。 

１ 受験申込みは、１人１職種に限ります。 

２ 地方公務員法第１６条（欠格条項）のいずれかに該当する人は、受験できません。 

３ 卒業見込みの受験者が令和２年３月３１日までにその属する学校を卒業できない場合は採用できません。 

４ 合格基準に満たない場合は不合格とするため、合格者数が採用予定人員に達しない場合があります。 

５ 大学院修了は大学卒業の区分とします。 

（注２）職務経験については、次のとおりとします。 

１ 職務経験は、最終学歴後の経験が対象です。 

２ 職務経験年数は、令和２年３月３１日において、通算して３年以上であることが必要です。 

３ 経験年数には、民間企業、官公庁、自営業等に１年以上継続して勤務（１週間あたり３０時間以上の勤

務とし、正規・非正規は問いません。）した期間が該当します。ただし、休職等で会社を休んでいた期

間は、経験年数に通算できません。 

４ １年以上継続した職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の

職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。 

５「土木の職に関する職務」には、土木事業の計画、設計、施工管理等の職務が該当します。 

６ 最終結果発表後に職務経験年数の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。なお、職歴が確

認できなかった場合又は申込書や報告書の記載事項に不正があった場合には、合格を取り消します。 



 

 

２ 第１次試験日時・場所 

（１）日  時 

 試験内容 日          時 

１日目 筆  記 

令和元年９月２２日（日） 

土木技術職Ａ(社会人経験者)：午前１０時３０分集合 

土木技術職Ｂ：午前９時３０分集合 

２日目 集団面接 令和元年９月２３日（月・祝）全職種：午前９時３０分集合 

(注) ２日目の集合時間は変更する場合があります。 
 

（２）場  所 

  相生市立総合福祉会館 ４階（※市役所から道路を隔てて東隣） 

（相生市旭一丁目６番２８号 電話番号０７９１（２２）７１２５） 

 

３ 試験科目等 

（１） １日目 

職 種 学 歴 科目 試験時間 内     容 

論文 １時間 文章による構成力、表現力、思考力等 
 

土木技術職Ａ 

(社会人経験者) 

 

 

検査 ３０分 適性検査（２種類） 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

教養 ２時間 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理

解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知

能 

大学卒 

短大卒 
２時間 

数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土

木計画（都市計画を含む。）、材料・施工 

高校卒 

専門 

９０分 

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、

水理学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤

工学、土木施工 

検査 ３０分 適性検査（２種類） 

土木技術職Ｂ 

大学卒 

短大卒 

高校卒 論文 １時間 文章による構成力、表現力、思考力等 

 

（２） ２日目 

科 目 内           容 

面 接 集  団  面  接 



４ 試験当日持参するもの 

（１）受験票（持参しない人は受験できないことがあります。） 

（２）筆記用具（HB の鉛筆、消ゴム） 

 

５ 第１次試験結果発表 

   １０月中旬予定（※受験者全員に合格、不合格を通知します。） 

 

６ 第２次試験 

（１）日  程  １０月下旬予定（※第１次試験合格者に通知します。） 

（２）試験科目  集団討論面接、個人面接及び身体検査 

          ※集団討論は、受験者数によって変更となる場合があります。 

            
７ 最終結果発表 

   第２次試験受験者に１１月中旬までに通知する予定です。 

 

８ 受験手続・受付期間 

申込方法 

受験を申し込まれる人は、次の書類を持参してください。 

  （注）提出していただいた受験に際しての書類は返却いたしません。 

【全職種共通】 

（１）受験申込書（本市所定の用紙に自筆、写真貼付） 

※インターネットから受験申込書をダウンロードする場合は、必ず A４判

サイズの白紙に黒色インクで印刷してください。 

（２）受験票用写真１枚（縦 4.0 ㎝×横 3.0 ㎝、申込前 6 カ月以内に撮影した無帽・

上半身・正面のもの） 

※受験申込書に貼付した写真と同一のものを用意してください。 

（３）最終学校の卒業証明書（卒業証書の写しは不可）又は卒業見込証明書 

※大学院に在籍または修了されている人は、大学の卒業証明書を用意してく

ださい。 

※短期大学と同等と認められる専修学校を卒業又は卒業見込みの資格で受

験される人は、「人事院の認定に係る受験資格該当証明書」を併せて用意

してください。 

（４）連絡用封筒（長形３号の封筒に８４円切手を貼り、第１次試験結果郵送先を

明記のうえ提出してください。） 

【社会人経験者（土木技術職Ａ）】 

上記（１）～（４）に加え、職務経験申告書（本市所定の用紙に自筆） 

【郵送で申し込む場合】 

・郵送での申込は、８月２３日（金）必着です。 

・発送時に必ず電話により仮受付を行ってください。 

・郵送での申込は、上記（４）とは別に、受験票郵送用封筒（長形３号の封筒に

８２円切手を貼り、受験票郵送先を明記）を同封してください。 

※仮受付者については、申込書類到達後、受付確認の連絡をいたしますが、書類

不備があった場合は、８月３０日（金）までに該当箇所の修正、再提出がない

場合は受付できませんのでご注意ください。 



受付期間 

及び 

受付時間 

令和 元年８月１３日（火）から 

令和 元年８月３０日（金）まで（土曜日及び日曜日は除きます。） 

※ 郵送での申込の場合は、令和元年８月２３日（金）必着 

８時３０分から１７時１５分まで 

受付場所 
相生市旭一丁目１番３号 

相生市役所企画総務部総務課職員係 

 
９ 試験結果の開示 

  この試験の結果については、相生市個人情報保護条例第２６条第１項の規定により、口頭で開

示請求することができます。 

  なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明らかに

する書類（受験票、運転免許証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接請求してください。 

試験区分 請求できる人 開示内容 開示期間 請求先及び開示場所 

第１次試験 

第２次試験 
不合格者 総合得点及び順位 

合 格 発 表 の 日 

か ら １ か 月 間 

相 生 市 役 所 

企 画 総 務 部 総 務 課 

 

１０ 合格から採用まで 

（１）試験合格者には採用前にさらに身体検査を行い、採用を決定します。 

（２）採用は、令和２年４月１日の予定です。 

（３）採用決定を受けた人が、令和２年３月３１日までにその属する学校を卒業できない場合は 

採用決定を取り消します。 

また、土木技術職Ａ（社会人経験者）については、最終結果発表後に職務経験年数の確認の

ため、職歴証明書等を提出していただきます。なお、職歴が確認できなかった場合又は申込

書や報告書の記載事項に不正があった場合には、合格を取り消します。 
 

１１ 待  遇 

（１）初任給  現行（平成３１(２０１９)年４月現在）の初任給は次のとおりです。 

職 種 大 学 卒 短 大 卒 高 校 卒 

土木技術職Ａ・Ｂ １８７，２００円 １６７，２００円 １５３，０００円 

  ※職務経歴がある場合は、市の規定により経歴に応じて加算されます。 
 

（２）諸手当 

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの規定に基づいて支給されます。 
 

（３）休暇等 

年次有給休暇のほか、夏季休暇、結婚休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、育児休業等の各種

休暇・休業制度があり、安心して働くことができます。 
 

（４）福利厚生 

  定期健康診断の実施に加え、共済会事業として人間ドック受診に対する助成を行うなど職員の

健康管理に努めています。その他、クラブ活動への助成やインフルエンザ予防接種助成など職員

のニーズに応じた事業を行っています。 

   



 
１２ 過去の試験実施結果（直近実施の２年度分） 

前々回（年度合計） 前回（年度合計） 
職 種 

受験者数 合格者数 競争率 受験者数 合格者数 競争率 

土木技術職 １ １ １ ０ ０ ０ 

 

１３ そ の 他 

  詳細については、相生市役所企画総務部総務課職員係までお問い合わせください。 

  電話番号（０７９１）２３－７１２６ 



～先輩職員からのメッセージ～ 

 

市民生活部市民課 山下 香織（平成２７年度入庁） 

①私が市役所を志望した動機 

私は大学卒業後、特別区の職員として働いていました。結婚 

を機に西播磨に移住することになり、これまでの行政職経験を 

生かせればと思い、ご縁のあった相生市を志望しました。 
 

②今の仕事の内容 

国民健康保険税の賦課業務や窓口業務を担当しています。 

 

 

③これまでの仕事の中で得たもの、うれしかったこと、感じたこと 

大きな自治体に比べ、一つの部署で扱う業務内容が幅広いので、多岐にわたる制度の理解と説明能

力が求められると感じます。負担もありますがその分、自身の知見が広がるという点でも魅力的な仕

事です。市民の方々と接する機会が多いので感謝の言葉をいただけることもあり、励みになります。 

 

④受験予定者へのメッセージ 

私は入庁後に産休・育休を取得し約２年半のあいだ職場を離れましたが、周囲の方々の理解のお

かげで復帰後も家事・子育てとも両立できています。相生市役所でワーク・ライフバランスを実現

しながら、あなたの「仕事で成長したい！」を叶えていきましょう！ 

 

企画総務部総務課 宮崎 良資（平成２５年度入庁） 

 

①私が市役所を志望した動機 

大学時代に相生を離れたことから、海や山など自然が豊か 

であること、新鮮でおいしい食材があること、活気にあふれ

たペーロン祭など、相生の良さをより感じるようになり、こ

の魅力的なまちのために働きたいという想いから、相生市を

志望しました。 

 

②今の仕事の内容 

市の条例や規則の作成事務などを担当しています。 
 

③これまでの仕事の中で得たもの、うれしかったこと、感じたこと 

市役所の仕事は全て法律や条例、規則といったルールに基づいて行われています。自分が携わった

条例や規則を通して、相生市の仕事が行われ、市民の方々の生活につながっていると考えると、地道

な作業でも苦にならず、とてもやりがいを感じるとともに、責任の重さを感じ、身が引き締まります。 

 

④受験予定者へのメッセージ 

市役所の仕事は、多種多様であり、様々な部署への異動や多くの人たちと接することを通じて、

非常に貴重な経験を積むことができます。 

情熱を燃やし、相生市の夢と希望に満ちた明日を一緒に作りましょう！ 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

試 験 会 場 位 置 図 


